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めまい、息切れ、腹部腫瘤、胸・腹水、頭痛

意識障害、不眠、転倒、骨折、腹痛、黄疸
リンパ節腫脹、下痢、低体温、肥満、

睡眠時呼吸障害、喀血、吐血・下血

発熱、関節痛、腰痛、喀痰・咳嗽、喘鳴

認知症、脱水、麻痺、骨関節変形、視力低下

食欲不振、浮腫、やせ、しびれ、言語障害

悪心・嘔吐、便秘、呼吸困難、体重減少

ADL低下、骨粗鬆症、椎体骨折、嚥下困難
尿失禁、頻尿、せん妄、抑うつ、褥そう、難聴
貧血、低栄養、出血傾向、胸痛、不整脈
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超高齢社会に求められる医療像

急性期医療 － 高齢者医療

【高齢者特有の疾患群や障害の増加】
・生活習慣病（循環器疾患、糖尿病等）
・がん、認知症、骨粗鬆症、排尿障害

高齢者の個別的で多様なニーズへの対応ｖｓ 厳しい現実



出所 「医療介護に係る長期推計（主にサービス提供体制改革に係る改革について」.第10回社会保障改革に関する集中検討会議（2011年6月2日）



地域包括ケアシステムの定義
・地域包括ケアシステムは、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本と した上で、生
活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみな らず、福祉サービスを含
めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるよう
な地域での体制」と定義する。その際、地域包括ケア圏域については、「おおむね 30 分
以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏域として定義し、具体的には、中学校区を基
本とする。

地域包括ケア研究会（平成20年老人保健健康増進等事業）より

地域包括ケアの規定
国及び地方公共団体は、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域で、その有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及
び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の
軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した生活の支援のため
の施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
よう努めなければならない。

介護保険法第5条第3項



「在宅医療・介護あんしん2012」 厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室資料より



公立みつぎ総合病院を核とした地域包括ケアシステム１）

山口昇氏 社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会（第４回）2006年11月20日ヒアリング資料より



地域包括ケア体制について（イメージ）

地域包括支援センターＡ

【「地域ケア会議」の構成例】
市町村、ケアマネジャー、

医師、医療関係者
介護サービス事業者
家族

人口１０万人の市のイメージ

保健師 社会福祉士
主任ケアマ
ネジャー

地域包括支援センターＤ

地域包括支援センターＣ

地域包括支援センターＢ

診療所

薬局

病院

医師会

歯科診療所

訪問看護ステーション

日常生活圏域Ａ

日常生活圏域Ｂ

日常生活圏域Ｃ

日常生活圏域Ｄ

在宅医療連携拠点

・人材育成（研修）
・在宅医療に関する連携スキームの構築
・一人開業医の２４時間体制のサポート
（輪番当番制 等）
・地区医師会との連絡調整
・コーディネーターの配置

医師会の協力体制づくりや
医師の派遣等

※ 地域包括支援センター及び在宅医療連携拠点の連携は、地域の実情により柔軟に行う。

資料：2012年7月11日厚生労働省在宅医療連携拠点事業説明会より
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＜主治医・副主治医システム＞ ＜地域包括ケアにおける地域医療拠点の位置づけ＞

※チーム編成の管制塔機能を
地域医療拠点が担う。

在宅医療を含めた真の地域包括ケアシステムをつくるポイント

① かかりつけ医の負担軽減

→ 主治医・副主治医システムの構築

② 主治医・副主治医のチーム編成と医療・看護・介護の連携

→ 地域医療拠点の整備
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（資料：柏市作成; 2012年10月13日都道府県リーダー研修資料より

【都市郊外モデル】千葉県柏市



【過疎地モデル】和歌山県すさみ町
人口 ４，７６４人 （男 ２，２８１人 女 ２，４８３人）

世帯数 ２，３３６戸

高齢化率 ４１．０％ 75歳以上 ２４．９％

（H24.3.31住民基本台帳）

平成24年度在宅医療連携拠点事業成果報告会資料より



高齢化したコミュニティ単位に住民主体の
“健康と暮らし支えあい協議会”を設立し地域協働と見守りの拠点とする

“健康と暮らし支えあい協議会”
人口３～5千人程度の“コミュニティ”ごとに、住民主体の
協議会を設立。コミュニティーケアと見守りの連携拠点と
しての役割をになう。

現在協議会が設置されているコミュニティ
①幸手団地（幸手）
②フレッシュタウン（杉戸）
※今後、コミュニティごとに設置していく。

幸手市

杉戸町

【地方都市モデル】高齢化が進む団地と地域包括ケア
（社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス埼玉総合病院）

平成24年度在宅医療連携拠点事業報告会資料より



協議会をコミュニティーケアの要として実態に基づく適切な
多職種協働による地域包括ケアサービスを提供

医療医療

介護介護

予防予防

生活

支援

生活

支援

住居住居

健康と暮らし
支えあい協議会

健康生活アセスメント
①健康と暮らし支えあい調査
②暮らしの保健室

クラウドデータベース化
（ライフクラウド）

要フォロー会議
（必要な支援を抽出）

必要な支援へと繋げる

東埼玉コミュニティーケアユニット

“菜のはな”が地域協働を
コーディネート

ICTの活用

平成24年度在宅医療連携拠点事業報告会資料より





まとめ
• 急激に高齢化が進み社会構造が変化する中で
「生活を支える」在宅医療への需要がさらに増
加すると予想される

• 住まいをベースに医療、介護、福祉サービスを
含めた様々な生活支援サービスが日常生活の
場（日常生活圏域）で適切に提供できるような

地域での体制（地域包括ケアシステム）の構築
が求められている

• 地域の高齢者数、医療提供体制等の実情に応
じた柔軟なシステムの構築が必要である


